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不
妊
治
療
費
の
一
部
を
助
成

　

対
象
者
の
所
得
制
限
が
な
く

な
り
、
事
実
婚
が
認
め
ら
れ
、

妊
娠
を
希
望
さ
れ
て
い
る
よ
り

多
く
の
方
に
助
成
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

【
対
象
治
療
】

◆
一
般
不
妊
治
療
（
医
療
保
険

が
適
用
と
な
ら
な
い
人
工
授
精
）

◆
特
定
不
妊
治
療
（
医
療
保
険

が
適
用
と
な
ら
な
い
体
外
受
精

及
び
顕
微
授
精
）

【
対
象
者
】

①
法
律
上
の
婚
姻
を
し
て
い
る

　

夫
婦
な
ら
び
に
事
実
婚
関
係

　

に
あ
る
夫
婦
で
、
医
師
に
よ

　

り
不
妊
症
と
診
断
さ
れ
不
妊

　

治
療
を
受
け
た
方

②
夫
ま
た
は
妻
の
い
ず
れ
か
一

　

方
が
香
美
市
に
住
民
票
が
あ

　

り
、
か
つ
香
美
市
に
居
住
し

　

て
い
る
方

③
市
民
税
等
を
滞
納
し
て
い
な

　

い
方

④
香
美
市
が
助
成
金
の
交
付
の

　

対
象
と
す
る
不
妊
治
療
の
期

　

間
中
に
、
他
の
市
町
村
か
ら

　

助
成
金
に
相
当
す
る
助
成
・

　

補
助
を
受
け
て
い
な
い
方

※

特
定
不
妊
治
療
の
対
象
と
な
る
方

は
①
～
④
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、

高
知
県
不
妊
に
悩
む
方
へ
の
特
定
治

療
支
援
事
業
（
以
下
「
県
事
業
」
と

い
う
）
の
助
成
を
受
け
て
い
る
方
で

す
。

【
助
成
額
等
】

◆
一
般
不
妊
治
療

令
和
３
年
２
月
１
日
か
ら
令
和

４
年
１
月
31
日
ま
で
の
治
療
に

つ
い
て
、
夫
婦
１
組
当
た
り
限

度
額
３
万
円

※

連
続
す
る
２
年
ま
で
助
成
で
き
ま
す

◆
特
定
不
妊
治
療

治
療
に
要
し
た
費
用
か
ら
、
県

事
業
の
助
成
を
受
け
た
額
を
控

除
し
た
額
に
つ
い
て
、
１
回
当

た
り
上
限
10
万
円

■問い合わせ先

　健康介護支援課　☎５２－９２８２ 

　食中毒は１年中発生しますが、気温が高く湿

気が多いこの時期は、細菌の増殖が活発になる

ため、食中毒が発生しやすくなります。

食中毒予防のポイント

買い物･･･消費期限を確認し、肉や魚は分けて包

み、早めに持ち帰りましょう。

調　理･･･肉や魚は十分に加熱しましょう（中心

部分の温度が７５℃で１分間以上）。

食　事･･･できた料理は早く食べましょう。

残り物･･･残った料理は、清潔な容器で保存しま

しょう。温め直す時は十分に加熱し、時間が経

ち過ぎたものは思い切って処分しましょう。

付けない
　　増やさない
　　　　やっつける

料理の際の

注意点

食中毒菌を

帰ったらすぐ

冷蔵庫へ

食中毒に気を付けて

生肉・魚を切ったら

洗った後にまな板

等に熱湯をかける

※

回
数
・
期
間
は
県
事
業
の
規
定
に

準
ず
る

【
申
請
期
限
】

◆
一
般
不
妊
治
療

令
和
４
年
２
月
28
日
ま
で

◆
特
定
不
妊
治
療

県
事
業
の
「
不
妊
に
悩
む
方
へ

の
特
定
治
療
支
援
事
業
承
認
決

定
通
知
書
」
の
通
知
の
日
か
ら

60
日
以
内

※

申
請
に
必
要
な
書
類
や
申
請
の
方

法
な
ど
、
詳
し
い
こ
と
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
健
康
介
護

支
援
課　

親
子
す
こ
や
か
班

☎
52
・
９
２
８
１

集
団
が
ん
検
診
及
び
特
定

健
診
の
中
止
の
お
知
ら
せ

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク

チ
ン
の
接
種
に
伴
い
、
８
月
22

日
（
日
）
プ
ラ
ザ
八
王
子
で
予

定
し
て
お
り
ま
し
た
集
団
が
ん

検
診
お
よ
び
特
定
健
診
は
中
止

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
受
診

予
定
の
皆
さ
ん
に
は
、
大
変
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご

理
解
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
お

願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

健
康
介
護
支
援
課　

健
康
づ
く

り
班　

☎
52
・
９
２
８
２

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
生
活

支
援
特
別
給
付
金

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る

中
で
、
低
所
得
の
子
育
て
世
帯

に
対
し
、
そ
の
実
情
を
踏
ま
え

た
生
活
の
支
援
を
行
う
観
点
か

ら
、
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特

別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

【
支
援
対
象
者
】

次
の
要
件
に
該
当
す
る
方
（
父

母
以
外
の
養
護
者
含
む
）

①
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶

　

養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い

　

る
方
（
支
給
済
）

②
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
い

　

る
こ
と
に
よ
り
、
令
和
３
年

　

４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の

　

支
給
を
受
け
て
い
な
い
方

③
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶

　

養
手
当
は
受
給
し
て
い
な
い

　

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

　

感
染
症
の
影
響
を
受
け
て
家

　

計
が
急
変
し
、
収
入
が
児
童

　

扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る

　

方
と
同
じ
水
準
と
な
っ
て
い

　

る
方
（
以
下
、
『
家
計
急
変

　

者
』
と
い
う
。
）

【
支
給
額
】

監
護
さ
れ
て
い
る
児
童
一
人
に

対
し
て
、
５
万
円
を
支
給

【
申
請
手
続
】

　

所
定
の
申
請
書
等
を
福
祉
事

務
所
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
は
、
福
祉
事
務
所
ま

た
は
香
北
支
所
、
物
部
支
所
窓

口
で
の
受
取
り
ま
た
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

【
申
請
期
間
】

令
和
４
年
２
月
28
日
（
月
）
ま
で

【
留
意
事
項
】

昨
年
度
支
給
さ
れ
た
『
ひ
と
り

親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
』
に

お
け
る
家
計
急
変
者
で
あ
っ
て

も
、
収
入
状
況
が
改
善
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、
対
象
と
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
請
に
は
、
収
入
状
況
を
証
明

す
る
書
類
お
よ
び
申
立
書
の
作

成
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

福
祉
事
務
所
社
会
福
祉
班

☎
53
・
３
１
１
７
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生
活
保
護
を
受
給
さ
れ
て

い
る
皆
さ
ん
へ

　

生
活
保
護
を
受
給
さ
れ
て
い

る
方
を
対
象
に
健
康
診
査
を
次

の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
】

①
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

　

方
②
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
な

　

い
方

③
昭
和
22
年
４
月
１
日
か
ら
昭

和
57
年
３
月
31
日
ま
で
に
生

　

ま
れ
た
方

【
実
施
方
法
】

登
録
医
療
機
関
で
の
個
別
健
診

【
料
金
】
無
料

〈
健
康
診
査
実
施
項
目
〉

検
尿
・
身
体
計
測
・
問
診
・
血

圧
測
定
・
血
液
検
査
・
診
察

【
申
込
期
間
】

受
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
令

和
３
年
12
月
24
日
（
金
）
ま
で

に
健
康
介
護
支
援
課
ま
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

希
望
者
で
対
象
と
な
る
方
に
は
、

受
診
券
を
お
送
り
し
ま
す
。

【
受
診
方
法
・
期
間
】

健
診
受
診
の
際
に
は
、
登
録
医

療
機
関
で
受
診
日
の
予
約
を
し
、

送
ら
れ
て
き
た
受
診
券
を
持
参

の
う
え
健
診
を
受
け
ま
す
。

登
録
医
療
機
関
で
の
受
診
は
、

令
和
４
年
１
月
31
日
（
月
）
ま

で
と
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

健
康
介
護
支
援
課　

健
康
づ
く

り
班　

☎
52
・
９
２
８
２

特
定
計
量
器
定
期
検
査
を
実

施
し
ま
す

　

取
引
や
証
明
に
使
用
す
る
計

量
器
は
、
計
量
法
に
よ
り
２
年

に
一
度
定
期
検
査
を
受
検
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
年
が

検
査
の
年
で
、
下
の
日
程
で
検

査
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

【
手
数
料
】

計
量
器
の
種
類
に
よ
り
異
な
り

ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。　

【
対
象
に
な
る
計
量
器
】

◆
ス
ー
パ
ー
や
商
店
等
で
、
量

　

り
売
り
に
使
用
す
る
は
か
り

◆
病
院
や
保
健
所
、
学
校
、
保

　

育
所
等
で
、
体
重
の
記
録
用

　

に
使
用
す
る
体
重
計

◆
薬
局
等
で
、
調
剤
用
に
使
用

　

す
る
は
か
り

◆
宅
配
業
等
で
、
運
賃
の
計
算

　

に
使
用
す
る
は
か
り

【
対
象
に
な
ら
な
い
計
量
器
】

◆
飲
食
店
等
で
、
調
合
用
に
使

　

用
す
る
は
か
り

◆
温
泉
や
銭
湯
に
備
え
つ
け
ら

　

れ
て
い
る
体
重
計

◆
郵
便
物
の
発
送
の
と
き
、
料

　

金
の
目
安
を
調
べ
る
た
め
に

　

使
用
す
る
は
か
り

◆
工
場
等
で
原
料
の
調
配
合
や

工
程
管
理
に
使
用
す
る
は
か
り

　検査日程

　６月１４日(月)

　６月１５日(火)

　６月１６日(水)

　６月１７日(木)

　受付時間

　10：30～11：45

　10：00～11：30

　10：00～11：45

　  9：30～11：45

　13：30～15：00

検査場所

香美市役所香北支所

香美市役所物部支所

香美市立農山村コミュニティセンター

片地地区多目的集会所

高知県中央東福祉保健所

　13：00～14：30

　13：00～15：00

　13：00～15：30

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
計

量
検
定
室

☎
０
８
８
・
８
４
５
・
７
７
７
０

香
美
市
役
所

商
工
観
光
課

☎
53
・
１
０
８
４

５月号掲載の人権擁護委員の紹介において、物部町担当を岩越美代子さんと紹介しまし
たが、正しくは岡﨑千佳さんでした。お詫びして訂正いたします。


